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教育指導担当 

 
港区立みなと科学館の特別投影の使用料について 

 
審議内容 

特別投影として「星空コンサート」を実施するに当たり、港区立みなと科学

館条例第１１条に基づき、その使用料を定めます。 

 

１ 特別投影の内容 

（１）名称 

「星空コンサート」 

（２）内容 

  プラネタリウム内で星空の映像の中、生演奏を行います。 

開催日 時間 演奏楽器 定員 

令和７年１０月４日（土） 
午後５時３０分

～６時３０分 
琴、篳篥

ひちりき

、笙
しょう

 １２１人 

令和７年１２月７日（日） 
午後５時３０分

～６時３０分 
ギター １２１人 

 

２ 使用料 

  大人 １，０００円 小中高校生 ５００円 

 

３ その他 

１０月に実施する「星空コンサート」は、サントリーホール及び森ビル株 

式会社が主催する「ARK Hills Music Week」の一環として実施します。 
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港区立みなと科学館条例（抄） 

(使用料) 

第十一条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定め

る使用料を前納しなければならない。 

別表(第十一条関係) 

一 個人利用の場合の使用料 

区分 使用料(一人につき) 

 大人 小学生・中学生・

高校生 

団体(二十人以上) 

一般

投影 

一回利

用券 

六百円 百円 上記使用料の十分

の八に相当する額 

年間利

用券 

二千円 三百円  

特別投影(一回

利用券) 

二千円の範囲

内において委

員会がその都

度定める額 

大人の使用料の

半額(その額に百

円未満の端数が

あるときは、その

端数を切り捨て

た額) 

上記使用料の十分

の八に相当する額 
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参 考 

 ●使用料一覧 

 大人 小中高校生 

一般投影 ６００円 １００円 

特別投影 

「星空コンサート」 
１，０００円 ５００円 

 

●特別投影の経費と使用料算出について           

費 目 金  額 

出演料    ２２０，０００円 

職員人件費 ３６，５４２円 

光熱水費 ２，９０４円 

合計（A） ２５９，４４６円 

  

1 回当たり予定来館者数（B） １２１人 

実施回数（C） ２回 

延べ予定来館者数（B）×（C）＝（D） ２４２人 

  

（A）÷（D） １，０７２円 

 

※ 特別投影の使用料については、算出した一人当たりの額に百円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額としています。 

 


